
～保険金等の請求をされる方へのお知らせ～

被災された皆さまに心よりお見舞
い申し上げます。

本災害に関する保険金等の請求
には、地方自治体が交付する罹災
証明書は原則必要ありません。

保険金等の請求にあたっては、ご
加入の保険会社等にお問合せくだ
さい。

生命保険協会
日本損害保険協会
外国損害保険協会
日本少額短期保険協会

【本掲示物に係る照会先】
関東財務局東京財務事務所理財第３課
（０３-５８４２-７０６６）


